
 

 

赤 十 字 救 急 法 講 習 会 （ 中 部 会 場 ） 開 催 要 項  

 

■開催趣旨 

赤十字の理念に基づき、一人ひとりが安全で健康的な生活を送ることができるように、けが人や急病人を正し

く救助し、医師などに引き継ぐまでの救命手当及び応急手当を普及し、事故防止の思想を広めます。 

コース 基礎講習（救命手当講習） 

目 的 

生命の危機に陥った傷病者に対して、一般市民が行う救命のための手当（一次

救命処置）の知識と技術を身につけます。 

※この講習は厚生労働省が定める「一定の頻度で対応することを想定される者

のための自動体外式除細動器(AED)講習」を含みます。 

日 時 令和７年１０月１９日(日) １３：００～１７：３０ 

会 場 上井コミュニティセンター（倉吉市太平町３６０－１） 

内 容 

※裏面参照 

・赤十字救急法について 

・心肺蘇生、ＡＥＤの使用法、気道異物の除去 

・検定（全体実技、学科） 

受講資格 全日程参加可能な１５才以上の方 

定 員 ３０名（先着順、定員になり次第締め切り） 

受 講 費 １，５００円 【教本、呼気吹き込み用具、保険料など】 

携 行 品 筆記用具、昼食、実技のできる服装 

そ の 他 

・検定に合格された方には、赤十字救急法基礎講習修了者認定証を交付します。 

【有効期限５年】 

※ 中部会場では、救急員養成講習（応急手当講習）は行いません。 

ご希望の方は、日本赤十字社鳥取県支部のHPより東部会場または西部会場に

お申込みください。 

・日本防災士機構から防災士認定要件として認証をされている救命救急講習です 

■申込方法 

日本赤十字社鳥取県支部のＨＰよりお申込みください。 

※申込期限：令和７年９月３０日（火） 

※定員になり次第締め切ります。 

 

■申込・お問い合わせ先 

日本赤十字社鳥取県支部 事業推進課 

住所：〒680-0011 鳥取市東町1丁目 271  

TEL：0857－22－4466                                お申込み 

 

 

 

 



 

 

基礎講習（救命手当講習） 
 

時 間 内 容 

１２：４５ 受付 

１３：００ 開講式 

１３：１０ 

 

第１章 赤十字救急法について 

    ・救命の連鎖など                【学科】 

１３：２０ 

 

第２章 手当の基本 

    ・観察の基本、体位の基本など          【学科】    

１３：３５ 

 

第３章 一次救命処置（BLS） 

    ・一次救命処置とは、心肺蘇生とはなど      【学科】 

１４：１０ 

 

第２章 手当の基本 

    ・観察、保温など                【実技】 

１５：００ 

 

第３章 一次救命処置（BLS） 

    ・心肺蘇生・AEDの使用法・気道異物除去     【実技】 

１６：３０ 実技検定（全体実技を含む）、学科検定 

１７：２０ 閉講式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


